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資 料 ２

税 額 に つ い て

＜ ポ イ ン ト ＞

○ 過 重 と な ら な い 負 担 水 準 で 、 簡 素 で 公 平 な 制 度 で あ る こ と 。

＜ 先 進 事 例 や 意 見 な ど を 参 考 に し た 比 較 ＞

① 福 岡 県 を 参 考 に 、 道 内 で の 道 税 と 市 町 村 税 を 合 わ せ た 税 額 を 基 本 的 に 一 定 と す る 。

税 額 の 例 ◎ 道 税 を ２ ０ ０ 円 と す る 。

２ ０ ０ 円 ◎ た だ し 、 市 町 村 が 宿 泊 税 を 導 入 す る 場 合 は 道 税 を １ ０ ０ 円 と し 、 市 町 村 税 と 合 わ せ て

２ ０ ０ 円 を 基 本 的 な 税 額 と す る 。

メ リ ッ ト ◇ 基 本 的 な 税 額 の 地 域 較 差 が な く 納 税 者 に 分 か り 易 く 、 他 県 等 の 水 準 も 上 回 ら な い 。

デ メ リ ッ ト ◆ 市 町 村 で は 、 そ れ ぞ れ の 財 政 需 要 に 見 合 っ た 税 収 の 確 保 が 困 難 。

◆ 福 岡 県 は 、 宿 泊 税 導 入 市 町 村 の 区 域 で は 、 県 税 を 1 0 0円 に 減 額 す る こ と と し て い る

が 、 特 例 で 福 岡 市 と 北 九 州 市 内 で の 税 額 は 県 を 50円 と し て お り 、 道 税 を 50円 と し た 場

合 は 税 収 が 減 少 す る 。

② 他 県 等 の 水 準 な ど を 参 考 に 道 税 の 税 額 を 設 定 し 、 導 入 市 町 村 は 独 自 に 税 額 を 設 定 す る 。

税 額 の 例 ◎ 道 税 を ２ ０ ０ 円 と す る 。

２ ０ ０ 円 ◎ た だ し 、 市 町 村 が 独 自 に 宿 泊 税 を 導 入 す る 場 合 は 、 道 税 を １ ０ ０ 円 と し 、 市 町 村 は 、

そ れ ぞ れ 条 例 を 定 め て 使 途 に 見 合 っ た 税 額 を 設 定 。

メ リ ッ ト ◇ 各 市 町 村 は 使 途 に 見 合 っ た 税 収 が 確 保 で き 、 課 税 自 主 権 が 尊 重 さ れ る 。

デ メ リ ッ ト ◆ 基 本 的 な 税 額 の 地 域 格 差 が 生 じ 、 他 県 等 の 水 準 を 上 回 る こ と も 想 定 さ れ る 。

③ 東 京 都 や 大 阪 府 の 最 低 税 額 を 参 考 に 道 税 の 税 額 を 設 定 し 、 導 入 市 町 村 は 独 自 に 税 額 を 設 定 す る 。

税 額 の 例 ◎ 道 税 を １ ０ ０ 円 と す る 。

１ ０ ０ 円 ◎ 市 町 村 が 独 自 に 宿 泊 税 を 導 入 す る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ 条 例 を 定 め て 使 途 に 見 合 っ た 税 額

を 設 定 。

※ 市 町 村 と 連 携 し た 取 り 組 み は 、 必 要 性 等 を 勘 案 し 重 点 化 し て 実 施 を 検 討 。

メ リ ッ ト ◇ 各 市 町 村 は 使 途 に 見 合 っ た 税 収 が 確 保 で き 、 課 税 自 主 権 が 尊 重 さ れ る 。

デ メ リ ッ ト ◆ 基 本 的 な 税 額 の 地 域 格 差 が 生 じ 、 他 県 等 の 水 準 を 上 回 る こ と も 想 定 さ れ る 。


